
令和４年度
農業インターンシップ事業

体験受入先向けオンライン事業説明会
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15:00 １ 開 会

２ 挨 拶

15:10 ３ 説 明

 令和３年度の総括について

 令和４年度事業概要

 体験受入の留意点等

16:45 ４ 意見交換・質疑応答

16:00 ５ 閉 会
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【別添】

 令和４年度農業インターンシップ事業実施要領

 体験受入の留意点

 農業インターンシップ体験受入ルールブック

資料



農業インターンシップ事業は学生や社会人が農業法人等でインターンシップ（就業体験）を
行うことにより、農業への理解の促進や、就職先として農業という業界を知ること、就職後の農
業界への定着率の向上を図ることを目的としています。

本事業は農林水産省の補助事業として、日本農業法人協会（以下、当協会）が運営して
います。

資料1-1 農業インターンシップ事業の概要
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対象者 メリット・効果
農業に興味がある方 実際に体験することで、農業について理解を深めることができる

就農を考えている方
職業としての農業を具体的にイメージできる、現在農業で働いている方々と直接意
見交換ができる

法人等に採用予定
（就職希望）の方

自分自身の適性の確認や仕事内容・職場の雰囲気をつかむことができる

受入先農業法人等
従業員としての採用や研修を開始する前にインターンシップを行うことにより、本人の
適性や資質を確認することができる
採用前に相互理解ができるため早期離職を防ぐことができる



新型コロナの影響を受けることはあったが、
体験希望者は増加傾向となっている

資料1-2 令和３年度 農業インターンシップ事業総括
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インターンシップ事業の趣旨に沿った適正な実施に向けて、受入先に向けた説明会の実施、
体験者受入時のガイダンス実施の呼びかけ、相談窓口を設置した

 令和元年以降、体験実施者の

就職数が増加している

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度



資料1-3 令和3年度 農業インターンシップ事業総括
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大変満足, 

381

満足, 108

どちらとも
言えない, 22

不満, 4

大変不満, 1

未回答/報告書
提出なし, 252

体験者の

満足度

資料1-4 令和3年度 農業インターンシップ事業総括
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体験受入先、体験者ともに満足度は高く、双方にとって有意義な実施ができていることがうかがえる

どちらとも言えない、不満の内容としては、受入先では体験者の態度（積極性や感謝の気持ちがない、
不真面目等）への不満が多く見られ、体験者では受入先の受け入れ態勢の不足（担当者不在、繁
忙期の労働力として扱われた、宿舎・食事への不満等）が見られた

大変満足, 
450

満足, 240

どちらとも言
えない, 58

不満, 14 大変不満, 3

未回答, 3

体験受入先の

満足度



資料1-５ 令和3年度 農業インターンシップ事業総括
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令和3年度の体験者報告書より

≪ネガティブ意見≫

◼事前連絡の際、なかなかつながらず、必要な持物などの指示も不十分だった

◼繁忙期の単純労働力として扱われた

◼農作業は楽しかったが職場の雰囲気が悪く、居心地が悪かった

◼住み込みの寮のセキュリティが不安（施錠できない）だった事

◼職場のコロナ対策が不十分だと感じた部分があった

≪ポジティブ意見≫

◼なぜこの作業が必要なのかといった根本を教えていただいてから作業したので、初
めての作業でも理解して取り組むことができました

◼社員の方々と話すことで、現場の雰囲気や考え方などを理解できたため

◼農業のことだけではなく地域の人たちと触れ合いながら地域活性について自分な
りに考える機会が沢山あったから。

◼経営体での農作業のオペレーションの実態を体験でき、実際の就業イメージがつ
かめた。とてもやりがいを感じたので、就職したいと思った。

体験開始時に受入先

から体験受入ルール

ブック等を使った説

体験受入ルールブック

等の資料はなかった

が、体験開始時に注意

事項や受入先の経営概

体験開始時のガイダンス

（説明）は特になかった

未記入

報告書未提出

体験開始時
ガイダンスの
有無

86 

249 

306 

106 

21



令和3年度に引き続き、事業の適正利用および高い事業効果を目指し、以下の点に注力した運営を行います。

① 体験受入先による受入ルールの遵守

◼ 受入登録時や体験受入が決定した際など、受入前に「令和4年度農業インターンシップ事業実施要領」、

「体験受入に際しての留意点」を確認する

◼ 受入開始時に「体験受入ルールブック」を活用し、新型コロナウィルス予防対策やハラスメント行為の禁止、

職場で取り決めているルールについて、受入先関係者と体験者で確認するガイダンスを必ず実施する

② 相談窓口の設置

◼ 当協会では相談窓口を設置し、窓口への通報、各種報告やアンケート等で事業のルール違反や

ハラスメント行為等を把握した場合は、事実関係を確認の上、その後の受入れ停止などの必要な措置を行う

資料2-1 令和4年度 農業インターンシップ事業について
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令和４年度事業方針



令和４年度実施方法

資料2-2 令和4年度 農業インターンシップ事業について
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コース 実施方法

①一般体験コース 連続した2日以上6週間（42日間）までの期間で行う就業体験

②社会人週末体験
コース

対象は社会人のみ。現在就業中の希望者が宿泊を伴い連続した2日
以上の休日を複数回組み合わせて行う就業体験（初回の実施から最終
の実施まで原則2ケ月以内とする、休日は土曜日や日曜日以外でも可能）

➢インターンシップは就業体験のため、1日のみの体験は対象外とする

➢基本的には宿泊を伴う体験を原則とするが、受入先、体験生双方が希望する場合は、通いでの就業体験を可能とする

⚫体験期間中の宿泊や食事は受入先で負担。体験者への報酬はなし。

⚫交通費は体験者負担、体験者からの参加費の徴収はなし、体験者の傷害保険は事
業費で附帯（手続きは事務局で実施）。

⚫1日の体験時間は原則8時間とし、1週間で40時間を超えないよう休日を設ける。

⚫2日以上の受入れについて期間に応じた受入謝金を支給。



体験実施の流れ

資料2-3 令和4年度 農業インターンシップ事業について
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1.受入打診

体験希望者が希望する受入先に事務局から

受入依頼・体験申込書を送付します（FAX/メール）

2.受入れの検討

申込書の記載内容や期間、自社の受入態勢を確認し、希望者を
受け入れるか決定してください。必要な場合は、希望者に直接連絡
していただき、電話等で簡単な面接をしていただくことも可能です

3.受入承諾書の返信

受入れ可能の場合は受入承諾書に署名の上事務局に返
送してください。受入不可の場合も様式によりご連絡ください

4.体験予定者への事前指示

事務局から体験予定者に受入先と連絡をとるよう指示しま
すので、連絡があったら、持ち物や当日の時間、送迎等につ

いて指示をお願いします

体
験
申
込
み
～
受
入
前

▼受入の可否、条件を記入 ▼受入の可の場合、署名



体験実施の流れ

資料2-４ 令和4年度 農業インターンシップ事業について
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5.受入開始

開始時には必ずガイダンスを行い、関係者間でルール等の確認を行ってください。
体験時間は1日原則8時間以内として、就業規則がある場合は同様としてください

6.受入期間中

作業には管理者や現場担当者が付き添い、事故等に注意して実施してください。
対応できる範囲で幅広い内容とし、単純作業のみにならないよう配慮してください

7.受入終了

体験期間の最後には体験のまとめをおこなってください。また、体験者に終了後

10日以内に体験報告書を事務局に提出するように促してください

受
入
期
間
中

体験実施期間を変更した場合は必ず事務局にご連絡ください

新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力ください（対策の詳細はルールブック及び各種ガイドラ
インを参考にしてください）



体験実施の流れ

資料2-５ 令和4年度 農業インターンシップ事業について
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8.実施状況報告書の提出

終了後事務局から実施状況報告書の様式をお送りします。助成金申請書を兼ね
ていますので実施状況についてなるべく詳しくご報告ください

9.謝金のお支払い

実施状況報告書をもとに事務局から謝金をお振込みします

10.終了

ご協力ありがとうございました。体験者の希望等により、就職に向けた面接等のご対
応をお願いします

受
入
終
了
後

就業前の事前体験としても実施していただけます



資料2-６ 質疑応答
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事前に寄せられたご質問・ご意見等について回答させていただきます。なお、この場でご質問されたい場
合は事務局から指名させていただきますので、ZOOMのリアクション機能の「手を挙げる」にてお知らせくだ
さい。

◼Q：昨年体験した方が、今年もまた参

加したいと連絡をくれました。この制度を

再度利用することはできるのでしょうか？

◼A：可能です。なお、同年度内でも春に植え付け体験を行い、
秋に収穫体験をするといった季節を変えて様々な場面を体験し
ていただくことも可能です。

◼Q：今まで受け入れた方の中には
興味ややる気が感じられず、対応に
困る方がいました。このようなときはど
うすればいいでしょうか？

◼A：事務局では体験申込書の内容に不明点があったり、やる気が感
じられない場合は本人と連絡を取り、志望動機の確認等を行っていま
す。体験受入先におかれましても受け入れを決定する前に電話等で本
人と面談をしていただくことで、お互いの意思疎通・理解に繋がります。

◼Q：通いでの体験の場合、体験実施
日はどのように考えるのでしょうか。

◼A：通いでの体験の場合、期間中に休日を設ける場合は、休
日は体験期間から除外させていただきます。体験終了後の実施
状況報告書にて休日とした日をお知らせください。

◼Q:体験実施中に事故やケガなど
が起こったらどうしたらいいでしょうか。

◼A：体験者は遠慮して正確に状況を言わない場合があります。客観的に
みて病院等の受診を判断してください。体験者には傷害保険、賠償責任保
険を付帯しています。事故が起きたらすぐに事務局にも連絡をお願いします。



農業インターンシップのメリットを最大限に活かし、受入先、体験生に
とって実りのあるインターンシップを実施くださいますようお願い申し上げ
ます。
実施要領、受入の留意点、体験受入のルールブックはホームページ
からダウンロードし、必ずご確認ください。
URL：
https://hojin.or.jp/agri/agri_category/human/internship/

ご清聴ありがとうございました

農林水産省 補助事業公益社団法人 日本農業法人協会 14


